
ひょうご新商品調達に係る認定要綱 

 

 （趣旨） 

第１ この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項

第４号及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２１条の１４第１項

第４号の規定に基づき、新商品の生産又は新役務の提供（以下「新商品の生産等」とい

う。）により新たな事業分野の開拓を図る者（以下「事業者」という。）を認定する場合

における事務処理に関し、地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第１２

条の３及び財務規則（昭和３９年兵庫県規則第３１号）第９７条の２並びに地方公営企

業法施行規則（昭和２７年総理府令第７３号）第５３条、企業庁会計規程（昭和５４年

兵庫県企業庁管理規程第２号）第８２条の２、病院局会計規程（平成１４年兵庫県病院

局管理規程第１７号）第９２条の２及び兵庫県流域下水道事業財務規則（平成３０年兵

庫県規則第３７号）第２３条の規定により読み替えて準用する財務規則第９７条の２に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２ この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 中小企業者 

   中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する者及び企業 

組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会等をい

う。 

  (2) 物品等の調達 

   県が発注する物品の購入若しくは借入れ又は役務の購入をいい、食品、医薬品、医

薬部外品及び化粧品並びに製造の請負を除く。 

 (3) 契約担当者 

   財務規則第２条第１項第８号、企業庁会計規程第２条第１項第７号及び病院局会計

規程第２条第１項第９号に規定する者並びに兵庫県流域下水道事業財務規則第１６条

の規定による読み替え後の財務規則第５４条第３項第２号の契約担当者をいう。 

 

（新商品・新役務の要件） 

第３ 新商品・新役務（以下「新商品等」という。）とは、次の各号のいずれにも該当する

ものとする。 

(1) 次のいずれかに該当するもの 

ア 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）に基づく主務大臣の認定を受

けた異分野連携新事業分野開拓計画又は知事の承認（旧中小企業の新たな事業活動

の促進に関する法律（平成１１年法律第１８号）に基づく承認を含む。）を受けた経

営革新計画に基づいて生産するもの 

イ 国又は県の助成を受けて開発したもの 

ウ （公財）ひょうご産業活性化センター又は同センターが出資するファンドの投融

資、又は助成を受けて生産するもの 



エ 兵庫県発明賞受賞製品 

オ ひょうご No.1 ものづくり大賞における各賞受賞製品 

カ 県立工業技術センター又は県内大学との共同研究開発によるもの 

キ 中小企業支援ネットひょうごの支援を受けて生産・提供するもの 

ク 商品の基本特性に特許法による特許が登録されているもの 

ケ 他自治体において地方自治法施行規則第１２条の３第１項に基づく認定を受 

 けたもの 

コ 知事が特に必要と認めた商品 

 (2) 既に企業化されている商品又は役務（以下「商品等」という。）とは通常の取引に

おいて若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品等

と同一の範疇に属するものであっても既存の商品等とは著しく異なる使用価値を有し、

実質的に別個の範疇に属するもの 

(3) 事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増

進に寄与するもの 

(4) 市場での流通が十分でなく、価格水準が適正であり、県の機関における直接的な使

途が見込まれるもの 

(5) ＪＩＳ規格等品質及び安全性に関する基準に合致しているもの 

(6) 関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じないもの 

(7) 既に本事業において、認定又は認定しない旨の通知を受けたものでないもの 

 

 （申請者の要件） 

第４ 認定申請できる事業者は、県内に事業所を有し、県税及びこれに付随する延滞金等

で滞納がないもので、新商品の生産等をする中小企業者とする。 

 

 （認定申請） 

第５ 認定を受けようとする事業者は、別に指定する期間内に、認定申請書（様式第１号）、

応募、実施計画（様式第２号）を知事に提出する。 

２ 前項の申請書には次の書類を添付する。 

 (1) 登記事項証明書（法人に限る） 

 (2) 最近２事業年度の決算書及び事業報告（これらがない場合は、経営状況及び事業内

容を記載した書類） 

 (3) その他新商品等に関する資料 

(4) 県税の納税証明書（県税及びこれに付随する延滞金等で滞納のないことを証する証

明書） 

 

 （審査会） 

第６ 知事は、事業者から認定申請書が提出されたときは、審査会を開催し、地方自治法 

施行規則第１２条の３第１項の規定及び本要綱第３及び第４の規定に適合すると確認し 

た事業者について、認定を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は認定しない。 

 (1) 実施計画が公序良俗に反する又はそのおそれがあることが明らかな場合 



 (2) 実施計画が関係法令に違反している又はそのおそれがあることが明らかな場合 

 (3) 事業者が暴力団員若しくは暴力団密接関係者である場合 

３ 知事は、事業者を認定したときは、認定書（様式第４号）を交付するものとする。 

４ 審査会の設置に関し必要な事項は別に定める。 

  

（認定期間） 

第７ 認定の有効期間は、認定した日から起算して３年間とする。 

 

 （変更の届出） 

第８ 認定を受けた事業者（以下「認定事業者」という。）は、実施計画のうち、次に掲げ 

る事項を変更しようとするときは、変更届（様式第４号）を知事に提出しなければ 

ならない。 

 (1) 新商品の生産等の目標 

 (2) 新商品等の内容 

 (3) 新商品の生産等の実施時期 

 (4) 新商品の生産等の実施方法 

(5) 新商品の生産等の実施に必要な資金の額及びその調達方法（資金の額を２割以上変

更する場合に限る。） 

(6) 商号又は名称（認定事業者と同一と認められる場合に限る。） 

(7) 所在地 

 

 （認定の取り消し） 

第９ 知事は、認定事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、認定を取り消すこ 

とができるものとする。 

(1) 認定事業者又は実施計画が第６第１項の規定に適合しなくなったと認められると

き 

(2) 認定事業者が実施計画に従って事業を実施していないと認められるとき 

(3) 認定事業者に重大な法令違反等不正な行為があったと認められるとき 

(4) 認定事業者が第８第１項に規定する変更申請又は第１１に規定する報告を行わな

いとき 

(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者であることが認められたとき 

２ 前項の規定による認定の取り消しにより損失が生じた場合は、認定事業者がその責め 

を負うものとする。 

 

 （認定後の事務等） 

第 10 契約担当者は、物品等の調達にあたって、認定事業者が生産する新商品等（以下「認

定商品等」という。）の購入若しくは借入れに努めるものとする。 

２ 契約担当者は、認定商品等の購入若しくは借入れにあたって、見積書を徴する相手方

を認定事業者に限ったうえで随意契約によることができるものとする。 

３ 知事は、認定事業者、認定商品等を公表し、認定商品等の情報提供に努めるものとす

る。 



 

 （報告） 

第 11 知事は、必要があると認められるときは、認定事業者に対し実施計画の遂行状況に 

ついて報告を求めることができる。 

２ 認定事業者は、実施計画に係る事業を中止したときは、中止届（様式第５号）を知事 

に提出しなければならない。 

 

 （庶務） 

第 12 認定に関する事務については、新産業課において処理する。 

 

（その他） 

第 13 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１９日から施行する。 

２ この要綱は、平成１９年７月６日から施行する。 

３ この要綱は、平成２０年５月２６日から施行する。 

４ この要綱は、平成２１年５月２５日から施行する。 

５ この要綱は、平成２２年９月２７日から施行する。 

６ この要綱は、平成２３年１１月２９日から施行する。 

７ この要綱は、平成２５年２月４日から施行する。 

８ この要綱は、平成２５年１１月２０日から施行する。 

９ この要綱は、平成２６年１２月５日から施行する。 

10 この要綱は、平成２７年１０月２７日から施行する。 

11 この要綱は、平成２８年３月１日から施行する。 

12 この要綱は、平成２８年１１月２１日から施行する。 

13 この要綱は、平成２９年９月１３日から施行する。 

14 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

15 この要綱は、令和元年９月２６日から施行する。 

16 この要綱は、令和２年１０月２８日から施行する。 

17 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

18 この要綱は、令和４年１１月１日から施行する。 

19 この要綱は、令和５年１１月１日から施行する。 

20 この要綱は、令和６年１１月１日から施行する。 


